
議案第４７号

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。

令和７年９月３０日提出

岬町長 田 代 堯

提 案 理 由

特別職の給与について、行財政改革のさらなる推進を図るため、引き続き特

別職の給料月額の減額期間を延長する必要があることから、本条例に所要の改

正を行うものです。



岬町条例第 号

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）

特別職の職員の給与に関する条例（昭和３０年岬町条例第１２号）の一部を

次のように改正する。

附則第３項中「令和３年１０月９日から令和７年１０月８日まで」を「令和

７年１０月９日から令和１１年１０月８日まで」に改める。

附 則

この条例は、令和７年１０月９日から施行する。
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